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○水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則 

平成16年３月24日 

水戸市規則第14号 

（趣旨） 

第１条　この規則は，水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成15年水戸市条例

第45号。以下「条例」という。）第23条の規定に基づき，条例の施行について必要な事項を定める

ものとする。 

（適用除外） 

第２条　条例第３条第２項第１号に規定する規則で定める法令又は条例の規定による許可，認可等は，

次の各号に掲げるものとする。 

(1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項の規定による確認 

(2) 採石法（昭和25年法律第291号）第33条の規定による認可 

(3) 森林法（昭和26年法律第249号）第34条第２項（第44条において準用する場合を含む。）の規定

による許可 

(4) 道路法（昭和27年法律第180号）第24条の規定による承認並びに同法第32条第１項及び第91条第

１項の規定による許可 

(5) 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第76条第１項の規定による許可 

(6) 都市公園法（昭和31年法律第79号）第６条第１項の規定による許可 

(7) 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第18条第１項の規定による許可 

(8) 河川法（昭和39年法律第167号）第24条，第25条，第26条第１項，第27条第１項，第55条第１項，

第57条第１項，第58条の４第１項及び第58条の６第１項の規定による許可 

(9) 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の規定による認可 

(10)都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定による許可 

(11)都市再開発法（昭和44年法律第38号）第66条第１項の規定による許可 

(12)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第７条第１項の規定に

よる許可 

(13)農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第15条の２第１項の規定による許可 

(14)廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第８条第１項及び第15条第１項の

規定による許可 

(15)都市緑地法（昭和48年法律第72号）第14条第１項の規定による許可 

(16)生産緑地法（昭和49年法律第68号）第８条第１項の規定による許可 

(17)土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第22条第１項の規定による許可 

(18)水戸市法定外公共物管理条例（平成15年水戸市条例第44号）第４条第１項の規定による許可 

２　条例第３条第２項第２号に規定する規則で定める者は，次の各号に掲げる者とする。 
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(1) 土地改良法（昭和24年法律第195号）第10条第１項の規定による認可を受けた土地改良区及び同

法第77条第２項の規定による認可を受けた土地改良区連合 

(2) 土地区画整理法第14条第１項の規定による認可を受けた土地区画整理組合 

(3) 地方住宅供給公社法（昭和40年法律第124号）に基づき設立された地方住宅供給公社 

(4) 地方道路公社法（昭和45年法律第82号）に基づき設立された地方道路公社 

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）第10条第２項の規定による認可を受

けた土地開発公社 

(6) 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人 

(7) 国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立大学法人 

(8) 日本下水道事業団 

(9) 東日本高速道路株式会社 

(10)国又は地方公共団体がその資本金，基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であ

って，土壌の汚染及び災害の防止について国又は地方公共団体と同等以上の能力があると市長が

確認したもの 

３　条例第３条第２項第４号に規定する規則で定める土地の埋立て等は，次の各号に掲げるものとす

る。 

(1) 土壌汚染対策法第７条第１項第１号に規定する実施措置として行う土地の埋立て等 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）第10条の３第２号に

規定する指定を受けた者が行う土地の埋立て等（当該指定に係る再生利用のために行うものに限

る。） 

(3) 災害のために必要な応急措置として行われる土地の埋立て等 

(4) 運動場，駐車場その他の施設の本来の機能を保全するために行う土地の埋立て等 

(5) 建設発生土（建設工事に伴い副次的に得られた土（泥土を含む。）をいう。）を再生利用に適

した土に改良するための施設で，必要な設備を有すると市長が確認したものにおける当該改良に

必要と認められる土の堆積 

(6) 建設工事等のために一時的（30日以内に限る。）に行う土砂等の堆積 

(7) 建設工事等のために行う土砂等の堆積（前号に該当するものを除く。）であって，次に掲げる

要件のいずれにも該当するもの 

ア　土砂等を堆積する土地の区域（以下「土砂等の堆積区域」という。）の面積（隣接地におい

て，当該土砂等の堆積を行う日前１年以内にこの号に該当する土砂等の堆積が行われ，若しく

は現に行われている場合において，当該土砂等の堆積を行う者と当該隣接地において土砂等の

堆積を行った者若しくは行っている者が同一であるとき，又は当該土砂等の堆積を行う土地の

所有者と当該隣接地の所有者が同一であるときは，当該土砂等の堆積区域の面積と当該隣接地

における土砂等の堆積区域の面積とを合算した面積）が300平方メートル未満であること。 
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イ　当該堆積に用いる土砂等が茨城県内で発生したものであり，当該土砂等の発生の場所（登録

ストックヤードを経由する土砂等にあっては，当該登録ストックヤード）から直接搬入される

ものであること。 

ウ　当該堆積に係る期間が，保安施設等の設置及び撤去に要する期間を含めて，原則として当該

堆積に着手した日から３か月以内であること。 

(8) 業として土砂等の販売を行う者がその店舗（建物の種類が店舗として登記されているものに限

る。）又は当該店舗の敷地内において販売を目的として行う土砂等の堆積であって，土砂等の堆

積区域の面積が300平方メートル未満のもの 

(9) 農地法（昭和27年法律第229号）第４条第１項及び第５条第１項の規定による許可を受けた土地

において行う土地の埋立て等であって，埋立て等区域の面積（隣接地において，当該土地の埋立

て等を行う日前１年以内にこの号に該当する土地の埋立て等が行われ，若しくは現に行われてい

る場合において，当該土地の埋立て等を行う者と当該隣接地において土地の埋立て等を行った者

若しくは行っている者が同一であるとき，又は当該土地の埋立て等を行う土地の所有者と当該隣

接地の所有者が同一であるときは，当該埋立て等区域の面積と当該隣接地における埋立て等区域

の面積とを合算した面積）が500平方メートル未満のもの 

(10)花壇，家庭菜園又は居住の用に供する土地の区域内の庭の造成又は維持，修繕等通常の管理行

為として行う土地の埋立て等であって，埋立て等区域の面積（隣接地において，当該土地の埋立

て等を行う日前１年以内にこの号に該当する土地の埋立て等が行われ，若しくは現に行われてい

る場合において，当該土地の埋立て等を行う者と当該隣接地において土地の埋立て等を行った者

若しくは行っている者が同一であるとき，又は当該土地の埋立て等を行う土地の所有者と当該隣

接地の所有者が同一であるときは，当該埋立て等区域の面積と当該隣接地における埋立て等区域

の面積とを合算した面積）が500平方メートル未満のもの 

(11)前各号に掲げるもののほか，市長が認める土地の埋立て等 

（国等に準ずる法人の確認） 

第２条の２　前条第２項第10号の規定による確認（以下この条において「確認」という。）を受けよ

うとする法人は，土壌汚染等防止能力確認申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

(1) 定款及び商業登記法（昭和38年法律第125号）第10条第１項に規定する登記事項証明書（以下

「商業登記登記事項証明書」という。） 

(2) 直近の事業年度の事業報告書，財産目録，損益計算書及び貸借対照表 

(3) 過去５年以内に条例又は他の地方公共団体が定める土砂等による土地の埋立て等の規制に関す

る規定に基づく許可を受けて行った土地の埋立て等に係る許可証又は許可を受けたことを証明す

る書類の写し 
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(4) 当該法人に計量法（平成４年法律第51号）第122条第１項の規定により登録された計量士のうち

濃度に係る者（以下「環境計量士」という。）が所属することを証する書面 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

２　市長は，前項の規定による申請があった場合は，その内容を審査し，確認をするときは土壌汚染

等防止能力確認書（様式第１号の２）を当該申請をした者に交付するものとする。 

３　確認の有効期間は，６か月とする。 

（許可申請） 

第３条　条例第７条第２項に規定する申請書は，土地の埋立て等許可申請書（様式第１号の３）とす

る。 

２　条例第７条第２項第11号に規定する規則で定める事項は，次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 条例第14条に規定する者（以下「施工管理者」という。）の氏名及び電話番号 

(2) 条例第７条第２項の規定による申請をする者（以下「申請者」という。）が個人である場合に

あっては，その生年月日及び本籍 

(3) 申請者が条例第８条第５号テに規定する未成年者である場合にあっては，その法定代理人の氏

名，生年月日，本籍及び住所（法定代理人が法人である場合にあっては，名称及び主たる事務所

の所在地並びに代表者及び役員の氏名，生年月日，役職名，本籍及び住所） 

(4) 申請者が法人である場合にあっては，役員の氏名並びに代表者及び役員の生年月日，役職名，

本籍及び住所 

(5) 申請者が法人である場合において発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出

資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者（以下「特定株主等」という。）がある

ときは，特定株主等の氏名，生年月日，本籍，住所並びに保有する株式の数及び発行済株式総数

に占める保有する株式の割合又は出資の金額及び当該法人の出資の額に占める出資の割合（以下

「保有株式数等」という。）（法人にあっては，名称，代表者及び役員の氏名並びに保有株式数

等） 

(6) 次条第８項に規定する使用人がある場合にあっては，その氏名，生年月日，役職名，本籍及び

住所 

３　条例第７条第３項に規定する規則で定める書類は，次の各号に掲げる書類とする。 

(1) 住民票の写し（法人にあっては，商業登記登記事項証明書）及び印鑑登録証明書 

(2) 申請者が個人である場合にあっては，申請者が条例第８条第５号アに該当しないかどうかを審

査するために必要と認められる書類及び同号イに該当しない旨の市町村（特別区を含む。以下同

じ。）の長の証明書 

(3) 申請者が条例第８条第５号アからニまでに該当しない者であることを誓約する書面 

(4) 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては，その

法定代理人の住民票の写し及び条例第８条第５号アに該当しないかどうかを審査するために必要
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と認められる書類及び同号イに該当しない旨の市町村の長の証明書（以下「住民票の写し等」と

いう。）（法人にあっては，商業登記登記事項証明書並びに代表者及び役員の住民票の写し等） 

(5) 申請者が法人である場合にあっては，その役員の住民票の写し等 

(6) 特定株主等がある場合にあっては，その住民票の写し（法人にあっては，商業登記登記事項証

明書） 

(7) 次条第８項に規定する使用人がある場合にあっては，その住民票の写し等 

(8) 埋立て等区域の土地所有者の一覧 

(9) 埋立て等区域の土地に係る不動産登記法（平成16年法律第123号）第119条に規定する登記事項

証明書及び同法第14条第１項の地図又は同条第４項の地図に準ずる図面の写し 

(10)埋立て等区域の付近の見取図 

(11)埋立て等区域の現況平面図，計画平面図，現況断面図，計画断面図，雨水排水計画図及び面積

計算書 

(12)埋立て等区域の土地の使用権原を証する書面 

(13)他の者に土地の埋立て等を請け負わせる場合にあっては，当該請負の契約書の写し 

(14)施工管理者を指定したことを証する書面 

(15)土砂等発生場所等証明書（様式第２号）（土砂等を発生させる者が記載したものに限る。） 

(16)土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画（様式第３号） 

(17)土地の埋立て等に用いる土砂等の発生から埋立て等までの関係者一覧（様式第４号） 

(18)土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入経路図 

(19)土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所（以下「土砂等発生場所」という。）の位置図，

現況平面図，計画平面図，現況断面図，計画断面図，面積計算書及び土量計算書 

(20)土砂等発生場所においてボーリング試験を実施した場合にあっては，土質柱状図 

(21)土砂等発生場所において行った土壌の調査に係る次に掲げる書類 

ア　土壌調査試料採取調書（様式第５号） 

イ　地質分析結果証明書（様式第６号）（環境計量士が発行したものに限る。） 

ウ　土壌の調査に用いた土砂等を採取した地点の位置図及び写真 

(22)土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書 

(23)削除 

(24)土地の埋立て等が法令等に基づく許認可等（条例第７条第１項又は第10条第１項の規定による

許可を除く。以下この号において同じ。）を要するものである場合にあっては，当該土地の埋立

て等について当該法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類 

(25)削除 

(26)条例を遵守する旨の誓約書 

(27)前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認めるもの 
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（許可の基準） 

第４条　条例第８条第１号に規定する規則で定める基準は，建設業に属する事業を行う者の再生資源

の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成３年建設省令第19号）別表第１に規

定する第１種建設発生土，第２種建設発生土又は第３種建設発生土（土にセメント又は石灰を混合

し，安定処理をしたものを除く。）で，別表第１に定める基準に適合する土砂等であることとする。 

２　条例第８条第２号に規定する規則で定める物質及び規則で定める基準は，別表第１の２に定める

とおりとする。 

３　条例第８条第３号ただし書に規定する規則で定める土地の埋立て等は，学術研究の用に供する土

地の埋立て等であって，茨城県外において発生する土砂等を用いる必要があるものとする。 

４　条例第８条第４号に規定する規則で定める基準は，別表第３に定めるとおりとする。 

５　条例第８条第５号アに規定する規則で定める者は，土地の埋立て等を適切に行うに当たって必要

な認知，判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 

６　条例第８条第５号エ(ｱ)に規定する生活環境の保全を目的とする法令又は条例で規則で定めるも

のは，次の各号に掲げる法令及び条例とする。 

(1) 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号） 

(2) 騒音規制法（昭和43年法律第98号） 

(3) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号） 

(4) 水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号） 

(5) 悪臭防止法（昭和46年法律第91号） 

(6) 振動規制法（昭和51年法律第64号） 

(7) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成４年法律第108号） 

(8) ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号） 

(9) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年法律第65号） 

(10)茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和61年茨城県条例第３号） 

(11)茨城県生活環境の保全等に関する条例（平成17年茨城県条例第９号） 

(12)水戸市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（令和元年水戸市条例第22号） 

７　条例第８条第５号ク，タ，ト及びナの規則で定める使用人は，申請者の使用人で次の各号に掲げ

る者とする。 

(1) 本店又は支店（商人以外の者にあっては，主たる事務所又は従たる事務所）の事業の主任者 

(2) 前号に掲げるもののほか，土地の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者 

（許可等の決定） 

第５条　市長は，条例第７条第１項の許可申請があったときは，その内容を審査し，許可又は不許可

の決定をしたときは，土地の埋立て等許可（不許可）通知書（様式第７号）により，当該申請をし

た者に通知するものとする。 
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（変更の許可等） 

第６条　条例第10条第１項の規定による変更の許可は，土地の埋立て等変更許可申請書（様式第８号）

に第３条第３項各号に掲げる書類（当該変更に係るものに限る。）を添えて行わなければならない。 

２　市長は，前項の申請があったときは，その内容を審査し，許可又は不許可の決定をしたときは，

土地の埋立て等変更許可（不許可）通知書（様式第９号）により，当該申請をした者に通知するも

のとする。 

３　条例第10条第３項の規定による届出は，土地の埋立て等変更届出書（様式第10号）に，次の各号

に掲げる区分に応じ，当該各号に定める書類を添えて行わなければならない。 

(1) 住所又は氏名の変更をしたとき　住民票の写し 

(2) 法人の主たる事務所の所在地又は名称を変更したとき　商業登記登記事項証明書 

(3) 法人の代表者の氏名を変更したとき　商業登記登記事項証明書及び法人の代表者の住民票の写

し 

(4) 法定代理人を変更したとき　変更後の法定代理人の住民票の写し等（法人にあっては，商業登

記登記事項証明書並びに代表者及び役員の住民票の写し等） 

(5) 法人の代表者又は役員を変更したとき　商業登記登記事項証明書及び変更後の法人の代表者又

は役員の住民票の写し等 

(6) 特定株主等を変更したとき　商業登記登記事項証明書及び変更後の特定株主等の住民票の写し

（法人にあっては，その商業登記登記事項証明書） 

(7) 第４条第７項に規定する使用人を変更したとき　変更後の使用人の住民票の写し等 

(8) 施工管理者を変更したとき　変更後の施工管理者に係る第３条第３項第14号に掲げる書類 

　（土地の所有者等への通知） 

第６条の２　条例第11条の２第３項の規定による通知は，条例第10条第３項又は第12条第１項（同条

第４項において準用する場合を含む。）若しくは第２項の規定による届出の写しを送付することに

より行うものとする。 

（着手の届出等） 

第７条　条例第12条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）又は第２項の規定による届

出は，土地の埋立て等着手等届出書（様式第11号）により行わなければならない。 

（地位の承継） 

第８条　条例第13条第２項の規定による届出は，地位承継届出書（様式第12号）に次の各号に掲げる

書類を添えて行わなければならない。 

(1) 事業者の地位の承継の事実を証する書類 

(2) 事業者の地位を承継した者（以下「事業承継者」という。）に係る第３条第３項第１号及び第

３号に掲げる書類 
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(3) 事業承継者が個人である場合にあっては，条例第８条第５号アに該当しないかどうかを審査す

るために必要と認められる書類及び同号イに該当しない旨の市町村の長の証明書 

(4) 事業承継者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては，

その法定代理人の住民票の写し等（法人にあっては，商業登記登記事項証明書並びに代表者及び

役員の住民票の写し等） 

(5) 事業承継者が法人である場合にあっては，役員の住民票の写し等 

(6) 特定株主等がある場合にあっては，住民票の写し（法人にあっては，商業登記登記事項証明書） 

(7) 第３条第３項第26号に掲げる書類 

（標識） 

第９条　条例第15条の規則で定める事項及び同条の標識の様式は，土地の埋立て等に関する標識（様

式第13号）に定めるとおりとする。 

（帳簿等の記載事項） 

第10条　条例第16条第１項の規則で定める事項及び同項の帳簿の様式は，土地の埋立て等施工管理台

帳（様式第14号）に定めるとおりとする。 

２　条例第16条第２項の規則で定める事項及び同項の報告書の様式は，土地の埋立て等状況報告書（様

式第15号）に定めるとおりとする。 

３　条例第16条第２項の規則で定める書類は，次の各号に掲げるものとする。 

(1) 土地の埋立て等施工管理台帳の写し 

(2) 報告に係る期間の末日における埋立て等区域の現況平面図 

(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

（土壌の調査方法） 

第11条　条例第17条の規定による土壌の調査は，次の各号に定めるところにより行わなければならな

い。 

(1) 土砂等は，埋立て等区域において市の職員が指定する４か所から同量を採取すること。 

(2) 土壌の調査のための試料は，前号の規定により採取した土砂等を混合したものとすること。 

(3) 前号の試料について，別表第１の２の左欄に掲げる物質ごとに同表の右欄に掲げる測定方法に

より測定を行うこと。 

２　前項の土壌の調査のための費用は，土地の埋立て等を行う者の負担とする。 

３　条例第17条の規定による報告は，土壌調査結果報告書（様式第16号）に第３条第３項第21号に掲

げる書類を添えて行わなければならない。 

（書類の備付け及び閲覧） 

第12条　条例第18条に規定する規則で定める書類は，次の各号に掲げる書類とする。 
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(1) 土地の埋立て等許可（不許可）通知書（条例第10条第１項の規定による変更の許可を受けた場

合にあっては，土地の埋立て等許可（不許可）通知書及び土砂等による土地の埋立て等変更許可

（不許可）通知書）の写し 

(2) 第３条第３項第３号，第８号，第９号，第11号及び第16号から第18号までに掲げる書類 

(3) 土地の埋立て等着手等届出書の写し 

(4) 土地の埋立て等状況報告書の写し 

(5) 土壌調査結果報告書の写し 

(6) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

（中止命令等） 

第13条　条例第19条第１項の規定による中止の命令又は同条第２項若しくは第20条の規定による停止

の命令は，中止（停止）命令書（様式第17号）により行うものとする。 

２　条例第19条の規定による措置命令は，措置命令書（様式第18号）により行うものとする。 

（許可の取消し） 

第14条　条例第20条の規定による許可の取消しは，土地の埋立て等許可取消通知書（様式第19号）に

より行うものとする。 

（土地の所有者等による土地の埋立て等の施工状況の確認） 

第14条の２　条例第20条の３第１項の規定による土地の埋立て等の施工状況の確認は，次の各号に掲

げる事項について，毎月１回以上行わなければならない。この場合において，土地の埋立て等の施

工状況の確認をする土地の所有者等は，自ら当該施工状況を確認することが困難な事情があるとき

は，他の者に確認させることにより行うことができる。 

(1) 当該施工に係る埋立て等区域において，当該施工状況が，同意に当たって確認した内容に相違

していないこと。 

(2) 当該施工に係る埋立て等区域において，土砂等の飛散若しくは流出が生じ，又は生ずるおそれ

がないこと。 

　（土砂等搬入禁止区域の指定等の公示） 

第14条の３　条例第20条の５第２項(条例第20条の７第２項において準用する場合を含む。)の規定に

よる公示は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号に定める事項について，水戸市公告式

条例(昭和63年水戸市条例第１号)第２条第２項に定める掲示場に掲示して行う。 

(1) 土砂等搬入禁止区域を指定する場合　土砂等搬入禁止区域の位置，面積，指定の期間及び指定

の理由 

(2) 土砂等搬入禁止区域の指定を解除する場合　土砂等搬入禁止区域の位置及び面積 

（公表の方法） 

第14条の４　条例第20条の８の規定による公表は，市のウェブサイトへの掲載その他適切な方法によ

り行うものとする。 
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２　条例第20条の８の規定による公表は，次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 条例第20条の８第１号又は第２号に該当する者の氏名又は名称 

(2) 条例第20条の８第１号又は第２号に該当する者の住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在

地 

(3) 条例第20条の８第１号に該当する者に係る違反又は同条第２号に該当する者に係る許可の取消

しの事実 

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項 

（身分証明書） 

第15条　条例第20条の５第７項又は第22条第３項に規定する証明書は，身分証明書（様式第20号）と

する。 

（書類の提出部数） 

第16条　条例及びこの規則に基づき提出する書類の部数は，２部とする。 

（補則） 

第17条　この規則で定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付　則 

この規則は，平成16年４月１日から施行する。 

付　則（平成17年11月８日規則第67号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付　則（平成19年９月26日規則第61号） 

（施行期日） 

１　この規則は，平成19年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の前にこの規則による改正前の水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関す

る条例施行規則の規定によりされた手続その他の行為は，この規則による改正後の水戸市土砂等に

よる土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定によりされた手続きその他の行為とみなす。 

付　則（平成23年９月26日規則第33号） 

この規則中第２条第２項第１号の改正規定は公布の日から，同項第４号の改正規定は平成23年10月

１日から施行する。 

付　則（平成27年３月18日規則第12号） 

（施行期日） 

１　この要項は，公布の日から施行する。ただし，第２条第１項第19号の改正規定は，平成27年４月

１日から施行する。 

（経過措置） 
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２　この規則の日前に作成した各様式の用紙は，同日以後においても，当分の間，所要の補正を行い，

使用することができる。 

付　則（平成28年３月31日規則第34号）抄 

（施行期日） 

１　この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　処分又は不作為についての不服申立てであって，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

前にされた処分又は施行日前にされた申請に対する不作為に係るものについては，なお従前の例に

よる。 

４　施行日前に作成した各様式の用紙は，施行日以後においても，当分の間，所要の補正を行い，使

用することができる。 

付　則（平成28年12月28日規則第82号） 

（施行期日） 

１　この規則は，平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の第３条，第４条第１項から第４項まで，第５条，第６条第１項及び第２項，別表第１か

ら別表第３まで並びに様式第１号から様式第９号までの規定は，この規則の施行の日（以下「施行

日」という。）以後になされる水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（以下「条

例」という。）第１条に規定する土地の埋立て等（以下「土地の埋立て等」という。）の許可（許

可に係る事項（施行日前に受けた許可に係る事項を除く。）の変更の許可を含む。）の申請につい

て適用し，施行日前になされた土地の埋立て等の許可（当該許可に係る事項の変更の許可を含む。）

の申請については，なお従前の例による。 

３　改正後の第６条第３項，第７条及び第８条並びに様式第10号から様式第12号までの規定は，施行

日以後に届出事由が生じた場合の届出について適用する。 

４　改正後の第９条及び様式第13号の規定は，施行日以後に許可を受けた土地の埋立て等について適

用し，施行日前に許可を受けた土地の埋立て等については，なお従前の例による。 

５　改正後の第10条第１項及び様式第14号の規定は，施行日以後の施工管理について適用し，施行日

前の施工管理については，なお従前の例による。 

６　施行日前になされた土壌の調査については，改正後の第11条，別表第１の２，様式第５号，様式

第６号及び様式第16号の規定は適用せず，改正前の第11条，別表第１及び様式第11号の規定は，施

行日以降も，なおその効力を有する。 

付　則（平成29年３月31日規則第31号） 

（施行期日） 

１　この規則は，平成29年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２　改正後の別表第１の２及び様式第６号の規定は，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

以後になされる水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成15年水戸市条例第45

号。以下「条例」という。）第１条に規定する土地の埋立て等（以下「土地の埋立て等」という。）

の許可（許可に係る事項（施行日前に受けた許可に係る事項を除く。）の変更の許可を含む。）の

申請について適用し，施行日前になされた土地の埋立て等の許可（当該許可に係る事項の変更の許

可を含む。）の申請については，なお従前の例による。 

３　施行日前になされた条例第17条の規定による土壌の調査については，改正後の別表第１の２及び

様式第６号の規定は適用せず，改正前の別表第１の２及び様式第６号の規定は，施行日以後も，な

おその効力を有する。 

付　則（令和元年６月28日規則第５号） 

（施行期日） 

１　この規則は，令和元年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の日前に作成した様式第６号の用紙は，同日以後においても，当分の間，所要の

補正を行い，使用することができる。 

付　則（令和２年９月28日規則第175号） 

（施行期日） 

１　この規則は，令和２年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の別表第１の２及び様式第６号の規定は，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

以後になされる水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成15年水戸市条例第45

号。以下「条例」という。）第１条に規定する土地の埋立て等（以下「土地の埋立て等」という。）

の許可（許可に係る事項（施行日前に受けた許可に係る事項を除く。）の変更の許可を含む。）の

申請について適用し，施行日前になされた土地の埋立て等の許可（当該許可に係る事項の変更の許

可を含む。）の申請については，なお従前の例による。 

３　施行日前になされた条例第17条の規定による土壌の調査については，改正後の別表第１の２及び

様式第６号の規定は適用せず，改正前の別表第１の２及び様式第６号の規定は，同日以後も，なお

その効力を有する。 

付　則（令和２年12月23日規則第189号） 

（施行期日） 

１　この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の第２条第１項第20号に掲げる届出

のあった土採取計画に係る水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成15年水戸

市条例第45号。以下「条例」という。）第１条に規定する土地の埋立て等（以下「土地の埋立て等」

という。）については，なお従前の例による。 

３　施行日前に改正前の第２条第３項第５号に掲げる土砂等の堆積を行っていた者が施行日以後令和

８年12月31日までの間に引き続き当該土砂等の堆積と同一の目的のために行う土砂等の堆積につい

ては，なお従前の例による。 

４　改正後の別表第１の２及び様式第６号の規定は，施行日以後になされる土地の埋立て等の許可（許

可に係る事項（施行日前に受けた許可に係る事項を除く。）の変更の許可を含む。）の申請につい

て適用し，施行日前になされた土地の埋立て等の許可（当該許可に係る事項の変更の許可を含む。）

の申請については，なお従前の例による。 

５　施行日前になされた条例第17条の規定による土壌の調査については，改正後の別表第１の２及び

様式第６号の規定は適用せず，改正前の別表第１の２及び様式第６号の規定は，施行日以後も，な

おその効力を有する。 

付　則（令和４年３月31日規則第33号） 

（施行期日） 

１　この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の日前に作成した各様式の用紙は，同日以後においても，当分の間，所要の補正

を行い，使用することができる。 

付　則（令和５年６月22日規則第69号） 

（施行期日） 

１　この規則は，令和５年７月１日から施行する。ただし，第３条の改正規定，第４条の改正規定（第

２項の次に１項を加える部分を除く。），第６条第３項第７号及び第８条第３号の改正規定並びに

第14条の次に１条を加える改正規定並びに様式第１号の３及び様式第12号の改正規定は，公布の日

から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際現に行われている改正前の第２条第１項第５号若しくは同項第22号に掲げる

許可又は同項第20号に掲げる届出に係る土地の埋立て等（水戸市土砂等による土地の埋立て等の規

制に関する条例（平成15年水戸市条例第45号）第１条に規定する土地の埋立て等をいう。以下同じ。）

については，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）から１月を経過する日までの間は，

なお従前の例による。 

３　改正後の別表第２の規定は，施行日以後になされる土地の埋立て等の許可（許可に係る事項（施

行日前に受けた許可に係る事項を除く。）の変更の許可を含む。）の申請に係る施工に関する計画
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について適用し，施行日前になされた土地の埋立て等の許可（当該許可に係る事項の変更の許可を

含む。）の申請に係る施工に関する計画については，なお従前の例による。 

付　則（令和５年９月７日規則第87号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付　則（令和７年３月21日規則第14号） 

（施行期日） 

１　この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の第３条第３項，第４条第５項，別表第２第４項及び別表第３第６項第３号の規定は，こ

の規則の施行の日以後になされる土地の埋立て等（水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関

する条例（平成15年水戸市条例第45号）第１条に規定する土地の埋立て等をいう。以下同じ。）の

許可（許可に係る事項（同日前に受けた許可に係る事項を除く。）の変更の許可を含む。）の申請

について適用し，同日前になされた土地の埋立て等の許可（当該許可に係る事項の変更の許可を含

む。）の申請については，なお従前の例による。 

　　　付　則（令和８年１月５日規則第２号） 

（施行期日） 

１　この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第２条第２項第10号の規定により市長が確認し

た者は，同日においてこの規則による改正後の同号の規定により市長が確認したものとみなす。 

別表第１（第４条関係） 

別表第１の２（第４条，第11条関係） 

 
項目 基準値 測定方法

 
水素イオン濃度指

数

４以上９未満 地盤工学会基準JGS0211―2009に定める土懸濁液のpH

試験方法
 

備考　市長は，特別の理由があると認めるときは，基準値を緩和させることができる。

 
物質名 基準値 測定方法

 
カドミウム 検液１リットルにつき0.003

ミリグラム以下

日本産業規格（以下「規格」という。）K0102の

55.2，55.3又は55.4に定める方法
 

全シアン 検液中に検出されないこと 規格K0102の38（規格K0102の38.1.1及び38の備考11

を除く。）に定める方法又は昭和46年環境庁告示第

59号付表１に掲げる方法
 

有機燐
りん

検液中に検出されないこと 昭和49年環境庁告示第64号付表１に掲げる方法又は

規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグ
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ラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては，昭

和49年環境庁告示第64号付表２に掲げる方法）
 

鉛 検液１リットルにつき0.01

ミリグラム以下

規格K0102の54に定める方法

 
六価クロム 検液１リットルにつき0.05

ミリグラム以下

規格K0102の65.2（規格K0102の65.2.7を除く。）に

定める方法（規格K0102の65.2.6に定める方法により

塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては，

規格K0170―７の７のa）又はb）に定める操作を行う

ものとする。）
 

ひ素 検液１リットルにつき0.01

ミリグラム以下，かつ，埋

立て等の用に供する場所の

土地利用目的が農用地（田

に限る。）である場合にあ

っては，試料１キログラム

につき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては規格K0102の61に定

める方法，農用地に係るものにあっては，農用地土

壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の
ひ

方法を定める省令（昭和50年総理府令第31号）に規

定する方法

 
総水銀 検液１リットルにつき

0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表２に掲げる方法

 
アルキル水銀 検液中に検出されないこと 昭和46年環境庁告示第59号付表３及び昭和49年環境

庁告示第64号付表３に掲げる方法
 

PCB 検液中に検出されないこと 昭和46年環境庁告示第59号付表４に掲げる方法
 

銅 埋立て等の用に供する場所

の土地利用目的が農用地

（田に限る。）である場合

にあっては，試料１キログ

ラムにつき125ミリグラム未

満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の

検定の方法を定める省令（昭和47年総理府令第66

号）に規定する方法

 
ジクロロメタン 検液１リットルにつき0.02

ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

 
四塩化炭素 検液１リットルにつき0.002

ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方

法
 

クロロエチレン

（別名塩化ビニル

検液１リットルにつき0.002

ミリグラム以下

平成９年環境庁告示第10号付表に掲げる方法
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又は塩化ビニルモ

ノマー）
 

１，２―ジクロロ

エタン

検液１リットルにつき0.004

ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2，5.3.1又は5.3.2に定める方法

 
１，１―ジクロロ

エチレン

検液１リットルにつき0.1ミ

リグラム以下

規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

 
１，２―ジクロロ

エチレン

検液１リットルにつき0.04

ミリグラム以下

シス体にあっては規格K0125の5.1，5.2又は5.3.2に

定める方法，トランス体にあっては規格K0125の

5.1，5.2又は5.3.1に定める方法
 

１，１，１―トリ

クロロエタン

検液１リットルにつき１ミ

リグラム以下

規格K0125の5.1,5.2，5.3.1,5.4.1又は5.5に定める

方法
 

１，１，２―トリ

クロロエタン

検液１リットルにつき0.006

ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2，5.3.1,5.4.1又は5.5に定める

方法
 

トリクロロエチレ

ン

検液１リットルにつき0.01

ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2，5.3.1,5.4.1又は5.5に定める

方法
 

テトラクロロエチ

レン

検液１リットルにつき0.01

ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方

法
 

１，３―ジクロロ

プロペン

検液１リットルにつき0.002

ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

 
チウラム 検液１リットルにつき0.006

ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表５に掲げる方法

 
シマジン 検液１リットルにつき0.003

ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表６の第１又は第２に

掲げる方法
 

チオベンカルブ 検液１リットルにつき0.02

ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表６の第１又は第２に

掲げる方法
 

ベンゼン 検液１リットルにつき0.01

ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

 
セレン 検液１リットルにつき0.01

ミリグラム以下

規格K0102の67.2，67.3又は67.4に定める方法

 
ふっ素 検液１リットルにつき0.8ミ

リグラム以下

規格K0102の34.1（規格K0102の34の備考１を除

く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲ

ン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料

を測定する場合にあっては，蒸留試薬溶液として，

水約200mlに硫酸10ml，りん酸60ml及び塩化ナトリウ



17/19

別表第２　削除 

別表第３（第４条関係） 

生活環境の保全に関する基準 

１　管理体制 

(1) 土地の埋立て等を行うに当たっては，施工管理者が立会い，指示を行うものとすること。 

 
ム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し，

水を加えて1,000mlとしたものを用い，規格K0170―

６の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加

する。）に定める方法又は規格K0102の34.1.1c）

（注(2)第３文及び規格K0102の34の備考１を除

く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマト

グラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認

した場合にあっては，これを省略することができ

る。）及び昭和46年環境庁告示第59号付表７に掲げ

る方法
 

ほう素 検液１リットルにつき１ミ

リグラム以下

規格K0102の47.1，47.3又は47.4に定める方法

 
１，４―ジオキサ

ン

検液１リットルにつき0.05

ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表８に掲げる方法

 
土壌の水素イオン

濃度指数を過度に

低下又は上昇させ

る物質

水素イオン濃度指数４以上

９未満

地盤工学会基準JGS0211―2009に定める土懸濁液のpH

試験方法

 
備考 

１　基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては，土壌の汚染に係る環境基準について（平成３

年環境庁告示第46号）別表の付表に定める方法により検液を作成し，これを用いて測定を行うも

のとする。 

２　基準値の欄中「検出されないこと」とは，測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合にお

いて，その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

３　有機燐とは，パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNをいう。 

４　１，２―ジクロロエチレンの濃度は，規格K0125の5.1，5.2又は5.3.2より測定されたシス体の

濃度と規格K0125の5.1，5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

５　土壌の水素イオン濃度指数を過度に低下又は上昇させる物質については，市長は，特別の理由

があると認めるときは，その基準値を緩和させることができる。
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(2) 土地の埋立て等の施工中において事故が発生した場合に備え，関係者及び関係機関への連絡体

制を整備し，かつ，その連絡体制を作業従事者に十分周知徹底すること。 

２　作業日及び作業時間 

作業日及び作業時間は，原則として日曜日・祭日を除く日において周辺住民と協議して定めた日

及び当該定めた日の９時から17時までとし，それ以外は行わないこと。 

３　周辺環境対策 

(1) 飛散・流出対策 

ア　粉じんの飛散を防止するため，散水設備，防じんカバー，表層の締固めその他の対策を講ず

ること。 

イ　土地の埋立て等の区域からの浸出水及び土砂等による水質の汚濁を生じさせないこと。 

ウ　土地の埋立て等の区域の雨水が適切に排水される設備を設けること。 

エ　土地の埋立て等の区域に外部からの雨水等の流入を防止することができる開きょその他の設

備が設けられていること。また，隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合は，これを常時

排水できる設備を設けること。 

(2) 騒音・振動対策 

ア　騒音については，騒音規制法に規定する特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する

基準に準じ，騒音防止対策を講ずること。 

イ　振動については，振動規制法に規定する特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する

基準に準じ，振動防止対策を講ずること。 

４　交通対策 

(1) 道路に土砂等の搬入のための進入路を取り付ける場合は，あらかじめ道路管理者との協議を経

て，他の交通の障害を生じさせないための措置及び埋立て等区域からの土砂等のまきだし等を防

止するための措置を講ずること。 

(2) 土砂等の搬入の経路となる道路が通学路に指定されているときは，水戸市教育委員会との協議

を経て，登校時間帯において搬入車両の通行を禁止する等必要な措置を講ずること。 

(3) 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は，土砂等を運搬する大型自動車による交通事故

の防止等に関する特別措置法（昭和42年法律第131号）第４条に規定する土砂等運搬大型自動車

以外の車両を使用しないこと。 

(4) 土砂等を運搬する車両の最大積載量を超えて土砂等を積載しないこと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，交通誘導員の配置，慓識等の設置等必要な措置を講ずること。 

５　安全対策 

(1) 土地の埋立て等の区域の周囲は，人がみだりに立ち入ることを防止するための柵等を設けるこ

と。この場合において，当該柵等は，当該土地の埋立て等の状況を当該土地の埋立て等の区域外

から容易に目視できる構造とすること。 
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(2) 出入口は原則として１ヵ所とし，施錠すること。 

６　事故対策 

(1) 周辺住民の生命及び財産に危害又は迷惑を及ぼさないよう当該土地の埋立て等の区域の状況を

監視し，異常があるときは，速やかに必要な措置を講ずること。 

(2) 周辺地域の工作物，水域，樹木及び地下水等に損失を与え，又はその機能を阻害することのな

いよう必要な措置を講ずること。 


